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第3回笠松町議会定例会議決結果 
（9月4日開会　9月18日閉会） 

第６０号　笠松町個人情報保護条例の一部を改正する

条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（以下「マイナンバー法」）

の施行に伴い、個人番号をその内容に含む個人情報

（特定個人情報）に関する適正な取扱いの確保、保

有する特定個人情報の開示、訂正、削除、利用・提供

の中止など必要な措置を講ずる所要の規定整備 

第６１号　笠松町議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例 

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年

金保険法等の一部を改正する法律が施行され、地方

公務員等共済組合法に基づく共済年金が厚生年金

に一元化されることに伴う所要の規定整備 

第６２号　笠松町手数料条例の一部を改正する条例 

マイナンバー法の施行に伴い、個人番号の「通知カ

ード」及び「個人番号カード」の再交付手数料を設定

する所要の規定整備 

第６３号　笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める省令の一部が改正され、保健師又は看護師

の確保が困難な地域の保育所の実情を踏まえ、職員

の配置基準の緩和が図られたことに伴い、省令に準じ、

職員配置基準を緩和する所要の規定整備 

第６４号　笠松町運動公園整備（その５）工事請負契

約の締結 

　契約の金額 金６４,８００,０００円 

　契約の相手方 内田工業株式会社 

第６５号　平成２７年度笠松町一般会計補正予算（第５号） 

　補正額 ２４２,９０４,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ７,０５２,８６６,０００円 

［主な補正内容］ 

・杉山幹夫氏からの寄附を活用し、登録有形文化財

「杉山邸」の改修工事費用を増額 

・かさまつ応援寄附金の件数増加に伴い、寄附者に

お送りする「ふるさとかさまつ宅配便」の購入費用

などを増額 

・広域入所児童の増に伴い、運営負担金を増額 

・児童館遊具の修繕費用を増額 

・教科書改訂に伴い、デジタル教科書（国語・算数）

を小学校全学年に整備する費用を増額 

・歴史未来館２階「未来ゾーン」に科学系の光文庫

を設置する費用を増額 

・前年度繰越金の一部を財政調整基金に積立てを

行う増額 

・普通財産売却額を社会資本整備基金に積立てを

行う増額 

第６６号　平成２７年度笠松町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号） 

　補正額 ８,２７９,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ３,２１４,３０５,０００円 

［主な補正内容］ 

・平成２６年度事業精算に伴い、社会保険診療報酬

支払基金に対する償還金を増額 

第６７号　平成２７年度笠松町介護保険特別会計補正

予算（第２号） 

　補正額 ３９,９９１,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 １,７６５,８６６,０００円 

［主な補正内容］ 

・平成２６年度事業精算に伴い、国・県・社会保険診

療報酬支払基金に対する償還金、一般会計繰出金、

介護保険基金積立金を増額 

第６８号　平成２７年度笠松町下水道事業特別会計補

正予算（第２号） 

　補正額 １,５００,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ９６２,０５１,０００円 

［主な補正内容］ 

・来年度以降施工を予定している箇所（松枝処理分

区）の詳細設計業務委託料を増額 

第６９号　平成２６年度笠松町一般会計歳入歳出決算

認定 

　歳入総額 ７,６８０,３７８,３９１円 

　歳出総額 ７,２２８,５３７,９５６円 

　差引残額 ４５１,８４０,４３５円 

第７０号　平成２６年度笠松町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定 

　歳入総額 ２,９７６,３３０,８８５円 

　歳出総額 ２,７６８,８６７,６５１円 

　差引残額 ２０７,４６３,２３４円 

第７１号　平成２６年度笠松町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定 

　歳入総額 ２２６,８３１,０１５円 

　歳出総額 ２２１,６８８,７６１円 

　差引残額 ５,１４２,２５４円 
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第７２号　平成２６年度笠松町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定 

　歳入総額 １,７０９,３２４,４８５円 

　歳出総額 １,６７５,６７５,３８３円 

　差引残額 ３３,６４９,１０２円 

第７３号　平成２６年度笠松町下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定 

　歳入総額 ９４１,０９１,４６６円 

　歳出総額 ９２０,７３０,８８９円 

　差引残額 ２０,３６０,５７７円 

第７４号　平成２６年度笠松町水道事業会計決算の認

定並びに剰余金の処分 

　収益的収入 ２８１,９７９,６４４円 

　収益的支出 ２３８,２０１,１２０円 

　差　引　額 ４３,７７８,５２４円 

　資本的収入 １７１,９９１,３２０円 

　資本的支出 ２６６,３９１,３２９円 

　差　引　額 ▲９４,４００,００９円 
（第６９号から第７４号までは、４～６ページ参照） 

第７５号　平成２７年度笠松町一般会計補正予算（第６号） 

　補正額 ７,１００,０００円 

　補正後歳入歳出予算額 ７,０５９,９６６,０００円 

［主な補正内容］ 

・マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報のセキ

ュリティ対策の徹底を図るため、住民基本台帳シス

テムに接続するネットワークとインターネットに接続す

るネットワークを物理的に遮断するなど対策を講ず

ることに伴う費用を増額 

・個人番号カード交付時における本人確認の信頼性

を高め、なりすまし防止対策など本人確認業務の一

層の適正化を図るため、「顔認証システム」を導入

することに伴う費用を増額 

［すべて可決］ 

【報告】 

・平成２６年度笠松町健全化判断比率 

・平成２６年度笠松町資金不足比率 （７ページ参照） 

・自動車事故に関する損害賠償　１件 

【請願】 

・安全保障関連２法案（国際平和支援法案・平和安

全法制整備法案）の廃案を求める意見書採択につ

いての請願 

［不採択］ 

明るい選挙啓発ポスター優秀賞決定 町明るい選挙推進協議会 

　町明るい選挙推進協議会主催の「明るい選挙啓発ポスター」の募集に、小・中学校の児童・生徒の

皆さんから多数の応募があり、９月１８日に開催した審査会で、次の皆さんの作品２０点が、優秀賞に選

ばれました。 

　なお、優秀賞に選ばれた作品は、県選挙管理委員会主催のコンクールに出品されます。また、１１月

１日（日）から３日（火・祝）まで開催される笠松町美術展にも展示されますので、是非ご覧ください。 

（敬称略）　 

【小学生の部】 
小見山晴斗（笠松小５年） 

關谷　崚介（笠松小６年） 

尾関日菜子（笠松小６年） 

河闢祥比人（笠松小６年） 

浅野　優李（笠松小６年） 

羽田野裕大（笠松小６年） 

永木　伶奈（松枝小６年） 

加藤　千聖（下羽栗小６年） 

田島陽菜乃（下羽栗小６年） 

森　　陽香（下羽栗小６年） 

【中学生の部】 
橋本　果澄（笠松中１年） 

小川　夢姫（笠松中１年） 

吉田　浩基（笠松中１年） 

田中さくら（笠松中２年） 

桐村　彩夏（笠松中２年） 

坪井さくら（笠松中２年） 

尾関菜々子（笠松中３年） 

村岡　茉祐（笠松中３年） 

田島　佑華（笠松中３年） 

川部羽瑠香（笠松中３年） 選挙啓発ポスターを審査する委員 
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平成平成26年度年度 決算状況決算状況 平成26年度 決算状況 特 集 

35.8%

6.4%
10.4%4.9%

11.6%

15.4%

15.5%

その他依存財源 
3億7,189万円 

国に納めた税金から一定のルールで
交付されるお金 

町債 
8億9,470万円 

建設工事など金額の大きな事業を行
うために借り入れをしたお金 

町税 
27億4,743万円 

住民税、固定資産税など
皆さんから納めていただ
いたお金 
町民税（個人） 

10億8,799万円 
町民税（法人） 

2億135万円 
固定資産税 

12億8,015万円 
軽自動車税 

3,628万円 
町たばこ税 

1億4,166万円 

地方交付税 
11億8,298万円 

町の規模に応じて、標準的な財政運営
ができるよう国から交付されるお金 

その他自主財源 
7億9,697万円 

公共施設の使用料、各種証明書交付
手数料や寄附金も含まれます。 

繰入金　4億9,501万円 
基金等からの繰入金 

国県支出金 
11億9,140万円 

建設事業などの実施により国県
から補助、負担されるお金 
○国庫支出金 
児童手当負担金 

2億8,484万円 
臨時福祉給付金給付費補助金 

5,378万円 
子育て世帯臨時特例給付金給付費補助金 

3,357万円 
○県支出金 
保険基盤安定負担金 

9,897万円 
障害者自立支援給付費負担金 

6,939万円 
岐阜県市町村振興補助金 

300万円 

 
122,086円 
52,567円 
39,757円 
32,042円 
21,997円 
20,900円 
15,071円 
11,286円 
9,165円 
16,418円 

 
341,289円 

歳入 
（収入） 

76億8,038万円 

歳入 
（収入） 

76億8,038万円 

自主財源（52.6％） 
町が自ら基準を定め、徴収、
収納できるお金 
町が自立し、安定した行政
活動を進めるためには、自
主財源の増加が望まれます。 

◇町民1人あたりの収入額 
町 税  
地 方 交 付 税  
町 債  
国 庫 支 出 金  
繰 入 金  
県 支 出 金  
繰 越 金  
地方消費税交付金 
寄 附 金  
そ の 他  
 
合 計  

皆さんから納めていただいた税金、保険料などは、町の一般会計・特別会計 
　歳入は、76億8,038万円で、前年度と比較して1億1,115万円、1.4％ 
　歳出は、72億2,854万円で、前年度と比較して2億2,384万円、3.0％ 
　歳入歳出差引額は、4億5,184万円で、この額から新歴史民俗資料館建 
5,077万円を差し引き、実質収支額（27年度純繰越金）は4億107万円と 

基金の出し入れや前年度からの繰越金を除き、純粋に 
7,671万円の黒字となりました。 76億8,038万円 歳入 

依存財源（47.4％） 
国や県の基準に基づき、交付
されるお金 
使い道が特定されているものが
多く、自由に使うことができません。 

一般会計 

平成26年度　決算状 平成26年度　決算状 況をお知らせします 
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特 集 平成平成26年度 決算状況決算状況 平成26年度 決算状況 

72億2,854万円 
（支出） 

歳出の 
性質別 
 

72億2,854万円 
（支出） 

歳出の 
性質別 
 

19.0%

33.0%

10.1%

13.1%

9.8%

0.8%

6.3%
5.0%
1.0%
1.0%
0.9%

歳出 

 
106,002円 
61,142円 
42,097円 
32,266円 
31,488円 
20,243円 
16,140円 
3,112円 
3,056円 
5,665円 

 
321,211円 

72億2,854万円 

72億2,854万円 72億2,854万円 

民生費 23億8,548万円 
社会福祉、障がい者福祉、福祉医療、児童手当、保
育所、子育て支援などの費用 
児童手当支給事業 4億977万円 
保育所運営負担事業 3億2,666万円 
障がい者自立支援給付事業 2億5,934万円 
臨時福祉給付金事業 4,976万円 

農林水産業費 
 5,921万円 
農業振興、農業用水管理などの
費用 
かんがい排水事業負担金 
 1,694万円 

商工費 6,876万円 
商工業振興、観光などの費用 
観光促進事業 1,831万円 

議会費 7,002万円 
議会の費用 

諸支出金 6,830万円 
基金の積立 

消防費 3億6,322円 
消防や水防などの費用 
常備消防事務事業 
 3億1,503万円 
 （羽島郡広域連合負担金） 

公債費 4億5,555万円 
国や銀行からの借り入れに対す
る返済金 

教育費 7億860万円 
小学校、中学校、学校給食センター、社会教育、保健
体育などの費用 
新歴史民俗資料館建設事業 1億1,019万円 
羽島郡二町教育委員会負担金 6,857万円 

総務費 13億7,594万円 
一般事務管理、庁舎等管理、公共
施設巡回町民バス運行、徴税、戸
籍住民基本台帳、町内会助成な
どの費用 
庁舎耐震補強等工事  
 5億6,167万円 
かさまつ応援事業  
 5,561万円 
公共施設巡回町民バス購入  
 3,449万円 
定住促進事業 1,775万円 

土木費 9億4,735万円 
道路、橋梁、河川、都市計画など
の費用 
運動公園改修事業 6,349万円 
排水路改良事業 4,363万円 
道路整備調整事業 3,523万円 

衛生費 7億2,611万円 
保健衛生、ごみ処理などの費用 
可燃ごみ（焼却）処分事業  
 2億2,207万円 
予防接種事業 5,314万円 

18.1%

12.2%

6.3%

15.0%
16.4%

15.4%

13.0%

1.3%

その他 
9,515万円 

扶助費 
13億686万円 

人件費 
8億8,097万円 

公債費 
4億5,568万円 

普通建設事業費 
10億8,904万円 

繰出金 
11億8,401万円 

補助費等 
11億1,340万円 

物件費 
9億3,833万円 

義務的経費（36.6％） 
支出が義務付けられ、簡単 
に削減することができない 
お金 

歳出 
（支出） 
歳出 
（支出） 

◇町民1人あたりの支出額 
民 生 費  
総 務 費  
土 木 費  
衛 生 費  
教 育 費  
公 債 費  
消 防 費  
議 会 費  
商 工 費  
そ の 他  
 
合 計  

の財源の一部となり、町の行財政運営に使われました。 
減少しました。 
減少しました。 
設事業などのために27年度へ繰り越すべき財源として 
なりました。 
1年間で入ったお金と出ていったお金の差を計算すると、

平成26年度　決算状 況をお知らせします 況をお知らせします 

2.3%
積立金 
1億6,470万円 
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◆収益的収入および支出（水をお届けするための費用とその財源） 

収入 支出 2億5,829万円（税抜） 2億3,273万円（税抜） 

水道料金収入 1億9,292万円 
その他の収入 6,537万円 

施設の維持管理費・人件費など 1億2,458万円 
施設の減価償却費 1億363万円 
借入金利息の支払 452万円 

業
務
量
 

◇給 水 戸 数　8,491戸（平成27年3月31日現在） 

◇年間総配水量　2,719,910m3

◇供給単価（1m3あたりの販売価格）　80.84円 

◇給水原価（1m3あたりの生産価格）　77.53円 

平成平成26年度年度 決算状況決算状況 平成26年度 決算状況 特 集 

●国民健康保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

29億7,633万円 

国民健康保険税 6億7,024万円 
　被保険者1人あたり約8万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計か
らの繰入金でまかなわれています。 

療養給付費・療養費 16億5,154万円 
　医療費（保険者負担分） 

1人あたり約27万円 
27億6,887万円 

●後期高齢者医療特別会計 

歳
入 

歳
出 

2億2,683万円 

後期高齢者医療保険料 1億5,771万円 
　被保険者1人あたり約6万円 
他に、一般会計からの繰入金でまかなわ
れています。 

後期高齢者医療広域連合納付金 
 2億882万円 
岐阜県後期高齢者医療広域連合が保険
料の決定や医療の給付などの事務処理
を行っています。 

2億2,169万円 

●介護保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

17億932万円 

介護保険料 3億2,861万円 
　被保険者1人あたり約6万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計か
らの繰入金でまかなわれています。 

介護給付費 15億6,798万円 
　介護サービス利用（保険者負担分） 
他に、介護予防事業などに使うお金とし
て支出されます。 

16億7,568万円 

●下水道事業特別会計 

歳
入 
歳
出 

9億4,109万円 

下水道使用料 2億3,598万円 
他に、国からの交付金や、一般会計から
の繰入金、町債（町の借金）でまかなわ
れています。 

公債費 4億9,354万円 
（下水道工事などのために国や銀行など
から借りたお金の返済などに使われるお金） 
下水道事業費 2億4,206万円 
（下水道工事などに使われるお金） 

9億2,073万円 

平成26年度 特別会計の決算状況 平成26年度 特別会計の決算状況 

平成26年度 水道事業の決算状況 平成26年度 水道事業の決算状況 

平成26年度は、収支差引2,556万円の純利益となりました。 

◆資本的収入および支出（水道施設を整備するための費用とその財源） 

収入 支出 1億7,199万円（税込） 2億6,639万円（税込） 

企業債 1億5,900万円 
工事負担金 1,299万円 

建設改良費 2億5,374万円 
借入金元金の返済 1,265万円 

収支差引 9,440万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 

●企業債（水道事業の借金） 4億7,682万円（平成27年3月31日現在） 

その他の収入 
25.3%

工事負担金 
7.6%

借入金元金の返済 
4.7%

建設改良費 
95.3%

企業債 
92.4%

水道料金収入 
74.7%

借入金利息の支払 
2.0%

施設の 
減価償却費 
44.5%

施設の維持管理費 
・人件費など 

53.5%
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25億円 

0

50億円 

75億円 

100億円 

125億円 

平成26年度 平成24年度 平成25年度 

111億7,750万円万円 

21億5,093万円万円 

36億823万円万円 

54億1,834万円万円 

114億1,401万円万円 

51億5,450万円万円 

24億2,562万円万円 

38億3,389万円万円 

56億7,997万円万円 

15億4,588万円万円 

33億5,511万円万円 

105億8,096万円万円 111億7,750万円 

21億5,093万円 

36億823万円 

54億1,834万円 

114億1,401万円 

51億5,450万円 

24億2,562万円 

38億3,389万円 

56億7,997万円 

15億4,588万円 

33億5,511万円 

105億8,096万円 

5億円 

0

10億円 

15億円 

20億円 

25億円 

平成26年度 平成24年度 平成25年度 
19億8,364万円 18億5,709万円 15億3,407万円 

　地方公共団体の財政健全化に関する法律により、笠松町の平成26年度健全化判断比率の4指標
と公営企業における資金不足比率を公表します。 
　この指標が基準値（早期健全化基準）を超えると財政再建団体の予備軍として、財政健全化計画
の策定の義務付など、自主的な改善努力による財政健全化を図ることになります。 
　笠松町の平成26年度の健全化判断比率・資金不足比率は次のとおりです。 

平成26年度健全化判断比率の4指標 
1.実質赤字比率　該当なし 【早期健全化基準：15％】 
　一般会計などの赤字の程度を示します。数値が大きいほ
ど財政運営が深刻化していることを表します。 
　平成26年度の笠松町は黒字のため、実質赤字比率は該当
ありませんでした。 

平成26年度公営企業における資金不足比率 
資金不足額なし 【経営健全化基準：20％】 
　公営企業の料金収入の規模に対する資金不足額の程度を示します。数値が大きいほど経営状況が悪化していることを表し
ます。 
　水道事業、下水道事業とも資金不足額が発生していないため、資金不足比率は該当ありませんでした。 

2.連結実質赤字比率　該当なし 【早期健全化基準：20％】 
　特別会計や企業会計などすべての会計を合算して、町全
体としての赤字の程度を示します。数値が大きいほど財政運
営が深刻化していることを表します。 
　平成26年度の笠松町は黒字のため、連結実質赤字比率は
該当ありませんでした。 

3.実質公債費比率　6.0％ 【早期健全化基準：25％】 
　借入金の返済額やこれに準じる額の大きさを示しています。
数値が大きいほど資金繰りが悪化していることを表します。 
　笠松町は早期健全化基準を下回っており、平成25年度の
比率は6.2％で、前年度と比較しても0.2%減少しています。 

4.将来負担比率　91.0％ 【早期健全化基準：350％】 
　借入金や将来的に支出することが見込まれる現時点での
残高を示しています。数値が大きいほど将来、財政を圧迫す
る可能性が高いことを表します。 
　笠松町は早期健全化基準を大きく下回っており、平成25
年度の比率は79.5％で、前年度と比較すると11.5%増加
しています。 

◇町の貯蓄は、どれくらいあるの？ ◇町の借金は、どれくらいあるの？ 
基金（町の貯蓄）現在高状況 町債（町の借金）現在高状況 

特定目的基金 
福祉や教育、
社会資本整備
など特定の目
的のために貯
めておくお金 

財政調整基金 
財源が不足する場合や災害などの緊急の事態に備え
て貯めておくお金 

特 集 平成平成26年度 決算状況決算状況 平成26年度 決算状況 

基金と町債の状況 基金と町債の状況 

財政健全化比率の公表 財政健全化比率の公表 

平成26年度の基金現在高は、前年度に比べて
約3億2,300万円減少しました。 

平成26年度の町債現在高は、前年度に比べて
約2億3,600万円増加しました。 

臨時財政対策債 
地方交付税とし
て算定されるべ
き額の一部をい
ったん地方自治
体で借りている
お金で、返済金
額相当分は返済
する年度の地方
交付税に上乗せ
されています 

一般会計債 
一般会計で行
う施設整備な
どのために借り
ているお金 

下水道事業債 
下水道施設整備のために借りているお金 
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きらきらシール作り体験 

岐工高サテライトキャンパス2015
　９月２７日、各務原市の河川環境楽園オアシスパークで「笠松
感幸 岐工高サテライトキャンパス２０１５」を開催しました。 
　岐阜県立岐阜工業高等学校は、「笠工（かさこう）」の愛
称でも親しまれ、今年度創立９０周年を迎えました。専門性の
高い工業高校の技術を多くの皆さんに体験いただくため、
町と共催で初開催しました。ミニSLやリニアモーターカーの
体験試乗のほか、オリジナルキーホルダーや光るエコ消しゴム、
きらきらシール作りの体験を行いました。また、笠松町をPRす
るポスター総選挙も行われました。 
　すべて生徒の手による運営で行われ、笑顔を絶やさず自ら
進んで動き、優しく接する姿は、来場された皆さんからも大変
好評で、文字どおり幸せを感じあえる「感幸」の一日となりました。 

演奏に聞き入る皆さん 

敬老会・敬老のつどい 
　９月１１日、８８歳の方２６人を斗倫広に招待し、敬老会を開催
しました。 
　広江町長や来賓の方が「いつまでもお元気で長生きしてく
ださい」とお祝いの言葉をかけられました。 
　出席された皆さんは、懐石料理に舌鼓を打ちながら終始和
やかに歓談され、楽しいひとときを過ごされました。 
　また、９月２１日には笠松中学校屋内運動場で、７５歳以上の
方を対象に、敬老のつどいを開催しました。参加された皆さん
は「幸せなら手をたたこう」に合わせて介護予防の体操をし
たり、歌を歌ったりと、楽しい時間を過ごされました。バイオリン
演奏ショーでは、バイオリニストの濱島秀行さんとピアニストの
長井美香さんが「川の流れのように」などを演奏され、大いに
盛り上がりました。 

山田光子さんをお祝いする広江町長 

100歳おめでとうございます 
　９月１２日に満１００歳を迎えられた山田光子さんには、長年
にわたり地域の発展に寄与されてきたことを感謝し、長寿者
褒賞金を贈呈しました。町長から「おめでとうございます。い
つまでもお元気で」と祝状と花束を手渡されると、笑顔を見せ
られました。 

　今年度、満１００歳を迎えられる山田光子さん、後藤
たつさん、闍島直一さんを広江町長が訪ね、内閣総
理大臣からの祝状と銀杯を伝達し、長寿をお祝いしま
した。 
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当時の様子を再現する子どもたち 

鮎鮨街道ウォーク 
　江戸時代、尾張藩は長良川の鵜飼で捕れた鮎を「熟れ鮨」
にして将軍に献上しました。 
　９月２３日、その歴史にちなんで、鮎鮨を献上するために通っ
た街道を歩く「鮎鮨街道ウォーク」が行われました。 
　福祉会館を出発し、闍島邸（下新町）前では、衣装を着た町
内の小中学生が鮎鮨荷を宿次し、当時の様子を再現しました。 
　ゴールのみなと公園あずま屋では、参加者の方々に文化協
会会員による手作りのアユ雑炊が振る舞われました。 

大勢の方にご来場いただきました 

第2回開館記念講演会 
　歴史未来館の開館を記念した第２回目の講演会を
１０月３日に開催しました。講師には岐阜大学名誉教授
の松田之利先生をお招きし、木曽川と笠松の歴史の話
をお聞きしました。 
　笠松町内外から約１００人の方にお越しいただき、皆
さん興味深げに聞き入っていました。 

▼混合の部 
優　勝　松原　佑樹・森　　紀之 
準優勝　森川　浩孝・吹原　一臣 
３　位　吉田　　誠・吉田　凪沙 

▼一般女子の部 
優　勝　森　　智美・森　美乃里 
準優勝　戸崎　明子・田原　純子 
３　位　熊澤　爾子・森　かおり 

▼高校生男子の部 
優　勝　永井　優斗・黒木　麗太 
準優勝　中村　省弥・小島　　蓮 
３　位　佐々木湧大・清水　亮介 

▼高校生女子の部 
優　勝　城原　加奈・松原　捺華 
準優勝　児玉　優香・若山　真似 
３　位　愛敬　理子・堀　　彩華 

▼中学生男子の部 
優　勝　大里　　渓・安藤　巧真 
準優勝　黒木　皐汰・高見　之人 
３　位　清水　舜介・工藤　豊生 

▼中学生女子の部 
優　勝　國分　茜里・近藤　渚月 
準優勝　若村　知那・徳宮　日菜 
３　位　都築　奈々・淺野　　優 

▼親子の部 
優　勝　平岩　直子、佳大 
準優勝　松原　佑樹、ひなた 
３　位　野田　誘佳子、祐輝 

▼小学4年生以下の部 
優　勝　野田　祐輝・平岩　朋紀 
準優勝　松原ひなた・松倉　靖空 
３　位　松原きらり・後藤　彩乃 

第47回町民バドミントン大会結果 １０月１１日（日） 町民体育館 参加人数　１１６人 
（敬称略） 
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　１０月１日、中央公民館でダンボールコンポスト生ごみ減
量講習会を開催しました。 
　ダンボール・コンポストは、段ボールを使って生ごみから
堆肥を作るリサイクル活動です。 
　「羽島環境の会」の講師をお迎えし、ダンボールコンポ
ストの作り方や日々の作業、できた堆肥の使い方など、スラ
イドを使いながら分かりやすく説明していただきました。 
　受講者は、実際に生ごみが投入されているダンボールを
囲んで、１回に投入するごみの量や夏場の虫除け対策な
どを講師に熱心に質問していました。 

～あなたも始めてみませんか？～ ～あなたも始めてみませんか？～ ～あなたも始めてみませんか？～ 

熱心に耳を傾ける皆さん 

＜準備するもの＞ 
ダンボール箱（丈夫な厚いもの）、基材（ピートモス・もみ殻くん炭）、ダンボールを置く台（ビールケ
ースなど）、スコップ、虫除けキャップ、温度計（なくても可） 
＜購入できる場所＞ 
〇羽島環境の会事務所（羽島市竹鼻町駒塚７７０　駒塚リサイクルセンター内）　蕁３８７‐７１０６ 
〇カワデ設備（羽島市正木町大浦２‐８３）　蕁３９２‐８７３８　平日午前９時～午後５時 
〇笠松天領の駅（下本町８）　蕁３２２‐５５５８ 
＜助成金＞ 
１基（ダンボール箱・基材）あたりの購入金額の７０％以内、最高１,０００円まで（１世帯１年間４基まで） 
詳しくは講習会にご参加ください。 
「ダンボールコンポスト　生ごみを堆肥に変える講習会」 
【日　　時】１１月１３日（金）　午前１０時～（１～２時間程度） 
【場　　所】笠松天領の駅（下本町８） 
【参 加 料】無料 
【申込・問合先】笠松天領の駅　間宮　蕁０９０‐３５１１‐８６９１ 
●初めて講習会を受講される方（笠松町主催のダンボールコンポスト講習会にも参加されたこと
がない方）に、ダンボール箱と基材を１セット無料でお渡しします。 
●会場でダンボール箱と基材の販売も行いますのでご利用ください。 

ダンボールコンポスト生ごみ減量講習会 

リニアライナーが寄贈されました 
　町内在住の有志で組織された「かさまつMIRAI塾」が町内各施設
で募金を募り、リニアモーターカーの模型「リニアライナー」を歴史未来
館に寄贈されました。 
　１０月１０日にその贈呈式が行われ、メンバーである加藤司郎さんより町
長に目録が手渡されました。 
　贈呈式後には、リニアモーターカー浮上の原理をテーマに講演会が
多目的ホールで開催され、初走行を体験した子どもたちが熱心に聞き
入っていました。 リニアライナーの走行を楽しむ皆さん 
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　第６４回笠松町民大運動会が１０月４日、笠松中学
校で盛大に開催されました。 
　当日は天候にも恵まれ、町内別対抗の「１２００メートル
リレー」や「近代三種リレー」、「綱引き」などをはじめ、
「職域・クラブ別リレー」、「子ども会ブロック別リレー」
ほか、一般参加の競技などに多くの皆さんが出場さ
れました。 
　また、閉会式後の抽選会では大いに盛り上がり、子
どもからお年寄りまで和気あいあいとした楽しい一日と
なり、スポーツの秋を満喫しました。 

町内別対抗 
綱引き 

ピューとポン 

熱い応援 

近代三種 
リレー 

選手宣誓 

Aブロック 
優　勝　南栄町 
準優勝　田代西 
３　位　米野 

Bブロック 
優　勝　八幡町 
準優勝　奈良町 
３　位　下門間 

Cブロック 
優　勝　中門間 
準優勝　下柳川町 
３　位　北及第１ 

Dブロック 
優　勝　北及第２ 
準優勝　下新町 
３　位　長池東 

▼子ども会ブロック別リレー 
優　勝　第７ブロック（南栄１） 
準優勝　第４ブロック（下新・新、下柳川・朝日・泉・港・柳原・西、西宮・東宮・上柳川） 
３　位　第１９ブロック（中野、江川） 

▼町内別対抗近代三種リレー 
優　勝　下新町 準優勝　大池町 ３　位　下門間 

▼町内別対抗1200メートルリレー 
優　勝　南栄町 準優勝　北及第１ ３　位　円城寺 

▼職域・クラブ別リレー 
男子の部　優　勝　笠松町役場 準優勝　笠松町消防団 ３　位　まつぼイエロー 
女子の部　優　勝　まつぼピンク 準優勝　第一・下羽栗・松枝保育所 ３　位　笠松町役場B

▼町内別対抗綱引き 

第64回笠松町民大運動会 

ピラティス 
ヨガ 
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　１０月１８日、笠松みなと公園でリバーサイドカーニバル２０１５が盛大に開催されました。 
　秋晴れの下で行われたステージイベントでは、園児や小中学生による演技や演奏、手裏剣戦隊ニン
ニンジャーのダイナミックなショーなどが行われ、大いに盛り上がりました。 
　会場内では、乗馬体験やトラクター馬車の運行などのちびっ子コーナー、船頭鍋などのグルメコーナ
ーで大勢の人が楽しまれ、木曽川のEボート大会では、一般の部と小学生の部に計５２チームが参加し
熱戦が繰り広げられました。入賞チームは次の皆さんです。 

▼一般の部 
優　勝　東海ドラゴン 
準優勝　美濃白川Eボート実行委員会 
３　位　好きです！笠松競馬 

▼小学生の部 
　優　勝　MBC 
　準優勝　松枝サッカー 
　３　位　ショーゴーズ３ 

岐阜工業高等学校のミニSL ふれあい動物園 

白熱したEボート大会 大人気のフワフワ 

下羽栗小学校の鼓笛 円城寺の芭蕉踊 
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マイナンバー通知カードが順次郵送されています 

個人番号カードを取得しましょう！ 

　全国の市区町村から委任を受けた地方公共団体情報システム機構から、マイナンバーをお知らせす
る通知カードが順次郵送されています。なお、差出人は各市区町村となっておりますので、皆さんのもと
へは笠松町役場の名前で届きます。 

　個人番号カードとは、氏名、住所、生年月日、マイナンバーなどが記載されたICカードで運転免許証な
どと同様に公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証サービス電子証明書も搭載されま
す。初回の交付手数料は無料ですので、ぜひ取得しましょう。 

【申請の方法】 
１．個人番号カード申請書（通知カードの下の部分に付いているもの）に必要な事項を記入し、顔写

真を貼り、返信用封筒に入れてポストに投函します。 
２．平成２８年１月以降、個人番号カードの交付準備ができた方から、交付通知書（はがき）を順次送

付します。 
３．交付通知書（はがき）が届いたら、交付通知書に記載されている必要なものを持参し、役場住民

課までお越しください。 
※貼付する写真は、各自または近隣の写真店などでご用意ください。 
※その他、パソコンやスマートフォンからも申請ができます。通知カードに同封されているご案内を参考に
してください。 

・住民基本台帳カードの申請受付は平成２７年１２月３日（木）で終了します。 
・有効中の住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで使用できます。 
・個人番号カードと住民基本台帳カードの２種類を持つことはできませんので、個人番号カードを取得
された方は、住民基本台帳カードを返納していただきます。 
・住民基本台帳カードへの公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新の手続きは平成２７年
１２月２１日（月）で終了します。 
・住民基本台帳カードに搭載された電子証明書をお持ちの方は有効期限まで使用できます。 
・平成２７年１２月２１日以降、住民基本台帳カードに搭載された電子証明書の有効期限が過ぎた場合
は個人番号カードを取得していただくことになります。 

【問合先】住民課　蕁３８８‐１１１５ 

表 裏 

住民基本台帳カードは・・・ 

個人番号カードイメージ 
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悪質業者にご注意ください 

●相談連絡先 消費者ホットライン 蕁１８８（いやや！）または、蕁（０５７０）０６４‐３７０ 
県民生活相談センター 蕁２７７‐１００３ 
警察安全相談室 蕁２７２‐９１１０ 
役場環境経済課 消費生活相談窓口 蕁３８８‐１３０１ 

（専門相談員による相談も行っています。＜２5ページ参照＞） 

「友人を誘えば儲かる？」「高収入も夢じゃない？」 
～マルチ商法にご用心　対前年増加率19.7％と被害急増中～ 

　「マルチ商法」（連鎖販売取引）とは、商品やサービスを契約し販売組織の会員になった後、次は友
人や知人の買い手を探し、販売組織に加入させてピラミッド型に販売員を増やし、販路を拡大させてい
く悪質商法です。商品・サービスなどは時の流れを巧みに取り込み、「あなたが会員を増やせば、自動
的に多くの利益が得られます」の売り言葉で誘う悪質業者につい騙されてしまう被害者は、今もなお増
え続けています。 
　岐阜県県民生活相談センター公表の年報によると、「マルチ商法」の相談件数は、前年に比べ１５件
増の９１件（対前年増加率１９.７％）となっており、全体の相談件数が減少傾向の中、この急増は特に目
立っています。 

マルチ商法に関するトラブル 

◎友人に「食事に行こう」と誘われて・・・ 
　「会員になって、健康食品を友人などに売る
だけで簡単に儲かる」と話を持ちかけられる。
この後、説明会・食事会に参加。よい話だから、
「やってみようかな」と心がゆらぐ・・・。 

「食事・会合」など、本来の目的を隠
して誘われ、商品購入のお金を事業
者に借りるよう勧められる。 
全く儲からず、残ったのは借金と商
品の在庫。 

落とし穴 

結 果  

　「マルチ商法」は、契約から20日以内なら
クーリング・オフ（契約解除）ができます。 
　また、20日間を過ぎても中途解約ができ返
品できる可能性もあるので、あきらめずに消費
生活相談窓口に連絡・相談しましょう。 

～マルチ商法の被害を防ぐ心得5か条～ 
一. 身近な人からの勧誘でも毅然と断る！ 
二. 安易に甘い言葉を信じて契約しない！ 
三. 事業者への投資の勧誘を安易に信じない！ 
四. 身近な人に不審な点があれば相談相手になる！ 
五. 困ったら、迷わず早急に下記機関へ相談する！ 

◎知人から「投資しない？」と電話が・・・ 
　投資セミナーへ参加し、高金利の投資を承諾する。
さらに、友人を紹介すれば配当金の他に紹介料も受
け取れる・・・と説明がある。数日後、配当金が振り込
まれて「友人に、次々紹介しよう」とやる気満々になる。 

配当金が振り込まれ、つい信用して
しまう。 
数カ月で振り込みが中止されるが、
事業者との連絡が取れなくなる。 

落とし穴 

結 果  

蟋「あなただけに教える」といった儲け話は、まず疑ってください。儲かる話を他人に教えますか？ 
対 応 策 

注意
 友人や親類との信頼関係を失うことがあります。 

会員を紹介したり 
知人に商品を売ったりすれば 
簡単に儲けられますよ!
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道徳のまち笠松の 

ささえ合い通信 ささえ合い通信 ささえ合い通信 No.1 “かさまついいね”写真募集中 蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋蟋 

「そ～っとさわってね」 「やさしく教えてね」 「かさまるくん・かさまるちゃん大人気」 

　微笑ましい家族団らんの様子、性別も年齢も関係なく遊ぶ子ど
もたちの様子、困っている方を助ける様子など、笠松町の心温まる
日常を「パシャ・パシャ」 
　笠松の“いいね”をとらえた心に響く写真を募集します。 
　携帯電話で撮ったワンショットや、一眼レフの本格的な写真、偶然
とれた写真など大歓迎です。 
　詳しくは役場、中央公民館、まちの駅などにある第２回“かさまつ 
いいね”写真展の募集要項をご覧ください。各賞に賞品があります。
また、入賞作品は広報かさまつの表紙に採用されることがあります。 

【応募規定】 
①A４サイズ以下にプリント 
②１人３点まで 
③笠松町内で撮影 
④昔の写真も可 
【応募期限】１２月１５日（火） 
【応 募 先】中央公民館 

第1回 “かさまつ いいね”写真展　大賞受賞作品 
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お 願 い お知らせ 募　　集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 

中 央 公 民 館  
（町体育協会事務局） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

　今年度の健康診査の結果はいかがでしたか。
検査結果から「生活習慣を変えて、健康な体に
なりたい！」とお考えの皆さんを対象に、メタボ予
防の健康教室を開催します。「運動」と「食事」を、
一緒に学びましょう。 

【申込・問合先】福祉健康課 

月日（曜） 

時 間  

場 　 所  

内 容  

参 加 料  

申込期限 

11月24日（火） 12月1日（火） 

午後1時30分～3時30分 

福祉健康センター（長池） 

運動編（ウォーキング
の講義と実技） 栄養編（講義） 

無料 

11月20日（金） 

メタボ予防教室 
福祉健康課 

お知らせ
 

 
 
 
 
【日　　時】 
 
【内　　容】 
【講　　師】 
 
【場　　所】 
 
【参 加 料】 
【定　　員】 
【申込・問合先】 

　肥満・メタボ・糖尿病などの生活習慣病には運
動習慣や食事が大きく関係しています。また、認
知症や運動器疾患症候群（ロコモ）なども運動と
栄養で予防や改善が可能です。 

１２月１３日（日） 
午前１０時～正午（９時３０分開場） 
「生活習慣病における運動と栄養の役割」 
京都大学大学院　人間・環境学研究科教授 
森谷 敏夫 氏 
岐阜産業会館　第一会議室 
（岐阜市六条南２丁目１１‐１） 
無料 
１００名　※事前に申込みください。 
県保険医協会　蕁２６７‐０７１１ 

市民公開講座 
県保険医協会 

お知らせ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対 象 者】 

【日　　時】 

 

【場　　所】 

【参 加 費】 

【持 ち 物】 

【申込期限】 

【申込・問合先】 

　転倒・骨折を予防するには、たんぱく質やカル

シウムをしっかりとり、丈夫な骨や筋力を維持する

ことが大切です。 

　そこで、牛乳・乳製品のおいしさや健康への働

きなどの講義や調理実習を行う「生涯骨太クッキ

ング」を開催しますので、ぜひご参加ください。 

　当日、ご自宅の味噌汁など汁物を１カップ程度

ご持参いただければ塩分濃度を測定します。日

ごろの健康管理のために、ぜひご活用ください。 

町内在住の方 

１２月３日（木） 

午前９時３０分～午後０時３０分 

中央公民館 

３００円※当日徴収 

エプロン・三角巾・タオル 

１１月２６日（木） 

福祉健康課 

生涯骨太クッキング 
町食生活改善連絡協議会 

お知らせ
 

 
 
 
 
【日　　時】 
【相 談 先】 

　健康について、日頃気になっているちょっとした

ことや、なかなか相談できずにいることなど、県内

で開業している医師が医科領域の相談に応じま

す。無料相談ですので、お気軽にお電話ください。 

１１月２９日（日） 午前１０時～正午 

県保険医協会 蕁２６７‐０７１１ 

電話健康相談 
県保険医協会 

お知らせ
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総 務 課  
税 務 課  
収 納 管 理 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
福 祉 健 康 課  

子 ど も 課  
建 設 課  
水 道 課  
教 育 文 化 課  
学校給食センター 
会 計 課  
議 会 事 務 局  

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
388‐1112 
388‐1128 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 

388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐3231 
387‐5321 
388‐1119 
388‐1110

各 課 直 通 電 話 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

　資源とごみ出しのルールを守り、ごみ集積所を清潔に保ちましょう。 
①ごみの分別にご協力ください！ 
　笠松町では、ごみの減量とリサイクル推進のために、ごみを分別し排出していただいております。分
別が守られない場合は収集できませんので、「笠松町資源とごみのカレンダー」や「家庭ごみハンドブ
ック」をご覧いただき、分別の徹底をお願いします。 
②ごみは決められた曜日・時間・場所に！ 
　収集日は「笠松町資源とごみのカレンダー」で確認してください。収集日当日の午前７時から８時ま
でに各町内会の決められたごみ集積所に出してください。 
③家庭系燃えるごみ処理券を貼付してください！ 
　透明または半透明の袋に「家庭系燃えるごみ処理券」を貼付し、袋の口はしっかり結んでください。
（他の市町村の指定袋は使用しないでください。） 
■使用済小型家電を無料で回収しています！ 
　携帯電話やデジタルカメラなどの使用済小型家電は役場１階ロビーに設置してある回収ボックスで
回収しています。 
※回収する使用済小型家電…携帯電話やPHS端末、スマートフォン、携帯型ゲーム機、デジタルカメ
ラ、ビデオカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、CD・MDプレーヤー、ICレコーダー、電子辞書、これ
ら付属のACアダプター（大きさは縦２５センチ×横１５センチ以下の物） 

■家庭用パソコンを無料で回収しています！ 
　今年度からこれまで回収していなかった家庭用パソコンは役場２階環境経済課窓口で回収してい
ます。 
　※回収する対象機器…デスクトップパソコン本体、ノートパソコン、液晶ディスプレイ 

◎今年８月からスプレー缶やカセットボンベをごみとして出すときは、穴あけが不要となりました。ただし、
完全に使いきってから出すようにしてください。 

【問 合 先】環境経済課 

ごみ出しルールを守りましょう 環境経済課 お願い
 

　一緒にあいさつを交わし、笠松町を明るくしていきましょう。 
【日 に ち】１１月１７日（火）～１９日（木） 
【場所・時間】○各小学校の校門や児童玄関（午前７時４５分～） 

○スポーツ交流館東交差点（午前７時２０分～） 
○山岡薬局前、西笠松駅、笠松駅、笠松幼稚園前、羽島梱包東交差点（午前７時３０分～） 
○児童生徒の通学路や自宅の軒先 

【問 合 先】笠松中学校　蕁３８７‐２４４２ 

笠松町あいさつ運動　～優しい町・明るい町をめざして～ 笠松中学校 

　あなたの「もしや？」が子どもを救います。
地域の皆さんと連携し、子どもの笑顔を守り
ましょう。 

平成27年度「児童虐待防止推進月間」標語
として全国公募により選定された作品です。 

児童虐待防止推進月間 児童虐待防止推進月間 

「もしかして」　あなたが救う　小さな手 

お知らせ
 

11月は 
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　給与所得者は、通常、その年の最後の給料ま
たは賞与が支払われる際に、所得税の精算「年
末調整」が行われるため、大部分の方は確定申
告をする必要がありません。 
　「年末調整」では次のような控除が受けられま
すので、必要な申告書を勤務先に提出して、これ
らの控除を正しく受けてください。 
●主な控除と必要書類 

　申告内容に誤りがあると、所得税や住民税が
追加徴収される場合があります。申告書に記載
した内容に誤りがあると気付いたら、速やかに勤
務先に申し出て、年末調整の再調整を受けてく
ださい。 
【問 合 先】岐阜南税務署　蕁２７１‐７１１１ 

給与所得者の年末調整 
岐阜南税務署 

お知らせ
 

各種控除 勤務先への提出書類 

配偶者控除、扶養控除、 
障害者控除、寡婦控除など 

生命保険料控除 

地震保険料控除 

社会保険料控除 

配偶者特別控除 

住宅借入金等特別控除 

扶養控除等（異動）申告書 

保険料控除申告書　兼 
配偶者特別控除申告書 

住宅借入金等特別控除申告書 

　皆さんに、租税の役割や税務行政に対す
る理解を深めていただくために、国税庁（税
務署）ではさまざまな行事を実施します。 
　詳しくは、ホームページ（「国税庁」で検索）
をご覧ください。 
　また、「税を考える週間」の特集ページを
開設し、動画で国税局や税務署の仕事を紹
介するインターネット番組「Web-TAX-TV」
など、税に関する情報が満載です。 
【問 合 先】岐阜南税務署　蕁２７１‐７１１１ 

11月11日（水）～17日（火） 
税を考える週間 

パート収入に対する税 
　パート収入は、通常、給与所得となります。 
　課税される所得は、パートの年収から給与所
得控除（最低６５万円）と基礎控除（３８万円）な
どの所得控除を差し引いた残額となります。 
　パート収入が１０３万円以下で他に所得がない
場合、所得税はかかりません。 
　ただし、パート収入が９３万円を超える方は、町
県民税がかかる場合があります。 
配偶者にパート収入がある場合 
　例えば、夫に課税される所得があり、妻の収入
がパート収入のみの方の場合、パート収入が１０３
万円までであれば、夫は所得税の配偶者控除（３８
万円）が受けられます。 
　配偶者特別控除は、配偶者控除の対象では
ない妻の所得によって算定されますが、最高額は
３８万円です。 
　この控除はパート収入が１０３万円を超えて１４１
万円未満であれば、受けることができます。 
　ただし、夫の合計所得額が１,０００万円（給与
収入で約１,２３１万円）を超えると受けることがで
きません。 
【問 合 先】税務課 

主婦と税（パートと税） 
税務課 

お知らせ
 

　eLTAXは、地方税における手続きを、インター
ネットを利用して電子的に行うシステムです。 
　笠松町では、個人町民税の給与支払報告書
の提出、法人町民税の申告書の提出、固定資産
税償却資産申告書の提出に利用できます。 
　手続きは自宅やオフィスから利用でき、複数の
地方公共団体へまとめて一度に送信できます。 
　詳しくは、ホームページ（「eLTAX」で検索）
をご覧ください。 
【問 合 先】eLTAXヘルプデスク　 

蕁0570‐081459

地方税の電子申告（eLTAX） 
税務課 

お知らせ
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一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

　裁判所では、国民の皆様に新しくできた制
度や裁判手続を知っていただくために、毎月
テーマを定めて、裁判所ウェブサイトでご案
内しております。 
　１１月のテーマは「裁判員制度～まもなく名
簿記載通知を発送します！」です。 
　詳しくは、ホームページ（「裁判所」で検索）
をご覧ください。 
【問 合 先】岐阜地方裁判所事務局総務課 

蕁２６２‐５１２２ 

裁判所からのお知らせ 

【納税が遅れたら】 

　税金は、様々な公的サービスなどを行うために

必要な費用を賄う目的で、町民の皆さん一人ひと

りの所得や資産に応じて負担をお願いしているも

のです。町税などには、それぞれの納期限が定

められており、その納期限内に納付することにな

っています。納期限までに町税などを納めていた

だけず、納付されないことを「滞納」といいます。 

【「滞納」に気がついたら 

～督促状、催告書が届きます～】 

　納税するつもりがうっかり忘れてしまうこともあ

るかもしれません。町では納期限を過ぎると督促

状や催告書といった文書を発送し、納付確認や

納付の呼びかけを行っています。 

　町からの督促状や催告書などで、「滞納」して

いることに気がついたら、速やかに納付をお願い

します。納付が難しい場合や納付困難な事情が

ある方は、お早めに収納管理課へご相談ください。 

　また、うっかり「滞納」を防ぐためにも口座振替

をおすすめします。 

【届いた督促状や催告書は、 

収納管理課からの重要な呼びかけです】 

　「滞納」の状態となっている方に対して発送す

る督促状や催告書などは、収納管理課からの重

要な呼びかけです。こうした納付催告に対して

反応がない、または納付可能な状況にもかかわら

ず自主的な納付に応じていただけない場合、法

令に基づきやむを得ず『滞納処分（差押・公売な

ど）』を行う場合があります。 

　このようなことにならないように期限内納付にご

協力ください。 

【問 合 先】収納管理課 

町税は期限内に自主納付 
収納管理課 

 
【日　　時】 
【場　　所】 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
 
【場　　所】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

◎年末調整説明会 
１１月２０日（金） 午後２時～４時 
中央公民館　３階大ホール 

　説明会の案内書と年末調整に必要な関係書
類を併せて郵送しますので、当日ご持参ください。 
※駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用
ください。 
◎青色申告決算説明会 

１１月１２日（木）、１３日（金） 
両日午前１０時～、午後１時３０分～ 

説明内容は同じです。（所要時間は2時間程度） 
マーサ２１　４階　マーサホール 
（岐阜市正木中１丁目２番１号） 

　説明会は岐阜南税務署及び岐阜北税務署合
同で開催します。 
○平成２７年分の青色申告決算書は、確定申告
書などに同封して郵送されます。 
○e-Taxまたは確定申告書作成コーナーを利用
して確定申告を行った翌年には、確定申告書・
青色決算書などは郵送されません。 
○確定申告書や青色決算書などは、ホームペー
ジ（「国税庁」で検索）からダウンロードできます。 

税務課 
岐阜南税務署　蕁２７１‐７１１１ 

年末調整・青色申告決算説明会 
税務課・岐阜南税務署 

お知らせ
 

お願い
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　自分自身の興味関心を広げ、生活に潤いをもたらすことを目的とし、ワンデーレッスン（後期）を開催します。 
【対　　象】町内在住・在勤・在学の方 
【受 講 料】１講座につき３００円（別に材料費の必要な場合があります。） 
【受 講 料】受講当日に材料費と一緒にお支払いください。 
【申込期間】１１月２日（月）～１２日（木） 午前８時３０分～午後９時 
※申込みが、定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。抽選に漏れた方には、ご連絡します。 
※申込みが１０人未満の場合は、開講しません。その場合も、ご連絡します。 
※受講当日は、必ずご出席ください。 

【申込・問合先】中央公民館 

開催日時 

① 

② 

③ 

④ 

11月16日（月） 
13：30～15：30 

12月5日（土） 
13：30～15：30 

12月18日（金） 
13：30～15：30 

12月21日（月） 
13：30～15：30

内　容 会　場 

押し花アート 
（猫） 

クリスマスリース 
作り 

造形で愉しむ 
小原流生け花 

（簡単花餅づくり） 

くるみ絵（色紙付） 
（夕立：水無月） 

押し花を利用して、切り
貼りし、猫の絵を作ります。 

山帰来（サンキライ）の
実を使って、クリスマス
リースを作ります。 

福を招く花餅を簡単に
作ります。終了後、希望
者のみ生け花の体験学
習を開催します。 

紙を布でくるみ、パーツごと
に組み合わせて絵を作ります。 

中央公民館 
学習室1 

中央公民館 
集会室 

中央公民館 
学習室1 

中央公民館 
学習室1

材料費・持ち物等 

材料費/700円 
持ち物/ピンセット、はさみ 

材料費/1,000円 
持ち物/針金が切れるはさみ又はペンチ 

持ち帰り用袋 

材料費/100円 
持ち物/なし 

材料費/700円 
持ち物/はさみ（紙用・布用） 

講　師 

和田眞弓 

森　典子 

冨田葉子 

伊藤雪江 

定員 

20人 

20人 

15人 

15人 

　皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひお出かけください。 
【開 催 日】１１月１５日（日） 

【場所・問合先】中央公民館 

部　門 会　　場 

作品展示 

ステージ発表 

お点前披露（煎茶） 

お茶席体験（抹茶） 

各階の部屋 

大ホール 

茶華道室 

3階ロビー 

時　　間 

午前9時～午後4時 

午前11時～11時45分 
午後1時～2時50分 

午前10時～正午 

午後1時～3時 

発表講座名 

初級囲碁講座、家庭料理、パソコン（文書作成）、基礎から学ぶ
手作りパン、楽しいお菓子作り、パソコン（表計算）、水彩画、ステ
ンドグラス制作、基礎的なEnglish会話、フラワーアレンジメント、
漢方雑学講座、フリーソフトで楽しむデジタル写真、水墨画、木
目込み人形と文化刺しゅう、花アート、プリザーブドフラワー、陶芸、
ビューティーピラティスとスローエアロビック、ヒップホップダ
ンス 

ハッピーゴスペル、フォークダンス、楽しいオカリナ、歌謡舞踊、太
極拳入門、ベリーダンス入門、楽しいフラダンス 

煎茶を愉しむ 

おもてなしの心・茶道 

生涯学習発表会 教育文化課 お知らせ
 

ワンデーレッスン 教育文化課 募 集 
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つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

試験日 放送内容 

11月5日（木） 
午前10時ごろ 

11月25日（水） 
午前11時ごろ 

緊急地震速報の訓
練放送 

情報伝達訓練放送 
「これはテストで
す。」と3回放送さ
れます 

伝達方法 

各家庭の戸別受信
機と屋外スピーカ
ーから訓練放送が
流れます 

第2回「羽島郡介護の日フェア」 
福祉健康課 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【内　　容】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

　１１月１１日は「介護の日」です。 
　在宅医療や介護保険に関する役立つ情報や、
介護予防教室の体験など楽しい企画がたくさん
あります。入場や体験、試食はすべて無料です。
（試食はなくなり次第終了） 

１１月１１日（水） 
午前１０時～午後４時３０分 
中央公民館 
 

午前１０時～ 式典・記念コンサート 
午後１時３０分～ 映画「折り梅」上映 
　なお、午前１１時から午後３時まで岐阜県盲学校
生徒による「あん摩マッサージ」体験、午前１１時
３０分からはタブレットを使用した「わくわく脳若
トレーニング」（午前９時３０分から整理券配布）を
行います。 
※その他、在宅医療の紹介、介護用品の展示、
医療・介護相談、体にやさしい和菓子や飲み
込みやすい和菓子の試食などは、午前１１時か
ら行います。 

福祉健康課 

全国一斉「女性の人権ホットライン」 
強化週間 岐阜地方法務局 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
【相談日時】 
 
 
 
 
【相 談 先】 

　夫やパートナーからの暴力、職場などにおける
セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為など、
女性をめぐる人権相談に、県内の女性人権擁護
委員が中心となって電話で相談に応じます。 
　相談は無料で、秘密は固く守られます。 

１１月１６日（月）～２２日（日） 
平日：午前８時３０分～午後７時 
土日：午前１０時～午後５時 

※強化週間以外の日でも、平日午前８時３０分から
午後５時１５分まで相談に応じています。 

女性の人権ホットライン 蕁０５７０‐０７０‐８１０ 

全国一斉訓練放送を実施 
します 総務課 

お知らせ
 

　地震や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時

警報システム（J-アラート<注1>）で国から送られ

てくる緊急情報を、皆さんにお伝えする訓練放送

を2回行います。 

　笠松町以外の地域でも、全国的に同様な情報

伝達試験が実施されます。この機会に地震発生

時に落ち着いて行動をとるために、自分の身を守

る訓練や家庭で地震の備えなどを話し合いましょう。 

〈注1〉J-アラートとは、地震や武力攻撃などの緊

急情報を、国から市町村へ人工衛星など

を通じて瞬時に情報を伝達するシステム

のことです。 

【問 合 先】総務課 

 

 

 

【日　　時】 

【場　　所】 

【対 象 者】 

【定　　員】 

【申込・問合先】 

　児童館ボラクラブの子どもたちが中心となって、

クリスマス会を開催します。 

　参加希望の小学生は申し込みが必要です。 

１２月１９日（土） 午前１０時～１１時 

児童館 

小学生 

２０人（定員になり次第終了） 

児童館 

クリスマス会 児童館 募 集 
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循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

弁護士 鈴木亨（岐阜県弁護士会所属） 
岐南町八剣北4‐111 奥田ビル3階　TEL（058）214‐2468 

（相談料：30分3,000円）（岐阜信用金庫岐南支店のビルの中です） 

相続・遺言・離婚・借金・交通事故 
などお気軽に何でもご相談下さい。 

岐阜みなみ法律事務所 岐阜みなみ法律事務所 
岐阜みなみ法律事務所 検索 

みどり美容院 
笠松刑務所 

お知らせ
 

 
 
 
【応募期限】 
【応募方法】 
 
 
 
 
 
【選定方法】 
【応募・問合先】 

　１月号広報紙の表紙イラストを募集します。 
　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼ
ント。 

１１月２５日（水） 
作品と応募用紙（町ホームページか
らダウンロードできます）を企画課へ
持参、郵送、メールで送信。作品は
約２０cmの正方形の用紙に手書きか、
画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）
どちらでも構いません。 
企画課で決定 
企画課 

E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

 
 
【日　　時】 
【種　　別】 
 
【区　　間】 
【申込期限】 
 
 
 
【申込・問合先】 

　笠松みなと公園を発着としたコースで、健脚を
競いましょう。５人以上でお申し込みください。 

１２月１３日（日） 午前８時３０分～ 
中学生の部・一般の部・シニアの部 
（それぞれ男女別） 
笠松みなと公園周遊コース５区間 
１１月１３日（金） 

※大会要項と申込書は、笠松中央公民館に設
置してあります。また、笠松町のホームページ
からダウンロードすることもできます。 

郡体育協会　蕁２４５‐１１３３ 

 
 
 
 
【メニュー】 
 
 
【時　　間】 
【定 休 日】 
 
【場所・問合先】 

　みどり美容院は、国家資格を取得した受刑者が、
社会復帰に向けて職業訓練をする女性専用の
美容院です。そのため施術料を安価で提供して
います。 

・カット８００円・シャンプー４００円～ 
・染毛１８００円～・パーマ１６００円～ 
・ブロー５００円～（ロング料金別途） 
午前８時３０分～午後２時３０分 
土日・祝日　第２・４金曜日 
（変更する場合があります） 
笠松刑務所　蕁３８７‐５１２１ 
※要予約 

公開読書 
町読書サークル協議会 

お知らせ
 

 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【参 加 料】 
【問 合 先】 

　五木寛之著「百の旅千の旅」の公開読書を
開催します。どなたでも参加できます。 

１１月１８日（水） 
午後１時３０分～３時３０分 
さんさん笠松（門間１１７５‐２） 
無料 
町読書サークル協議会会長 
長野 恒美　蕁０９０‐６０９１‐９４０２ 

第57回羽島郡駅伝競走大会 
郡体育協会 

募 集 

かさまるくん・かさまるちゃん 
のイラスト 企画課 

募 集 

自衛官（高等工科学校生徒） 
自衛隊岐阜基地協力本部 

募 集 

【問 合 先】 自衛隊岐阜地方協力本部 
岐阜募集案内所　蕁２６２‐１８１８ 

募集種目 陸上自衛隊　高等工科学校生徒 

平成28年4月上旬 

航空自衛隊　岐阜基地（予定） 

推薦 

一般 

推薦 

一般 

約60名 

約260名 

11月1日（日）～12月4日（金） 

11月1日（日）～平成28年1月8日（金） 

推薦 

一般 
1次試験 

2次試験 

平成28年1月9日（土）から平成28年
1月11日（月）までの内指定する1日 

平成28年1月23日（土） 

平成28年2月4日（木）から2月
7日（日）までの内指定する1日 

推薦 

一般 
1次試験 

2次試験 

平成28年1月20日（水） 

平成28年1月29日（金） 

平成28年2月19日（金） 

応募資格 

募集人員 

受付期間 

試験日程 

合格発表 

入隊時期 

試験会場 

平成28年4月1日現在で、15歳以上17
歳未満の男子 
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補助内容 支援内容 

新築 

新築 

増改築 

1棟あたり 
20万円 

1棟あたり 
10万円 

床面積 
1㎡あたり 
2,000円 

青少年健全育成講演会 
町青少年育成町民会議・青少年育成部会 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【講演内容】 
 
【問 合 先】 

　１１月は、「全国青少年健全育成強調月間」です。
青少年の健やかな育成に対する理解を深めるた
め、講演会を開催します。たくさんの方に聞いて
いただき、青少年の健全育成につなげていきま
しょう。 

１１月１１日（水） 午後７時３０分 
中央公民館 
「青少年を取り巻くスマホ・ケータイ
事情と大人にできること」 
青少年育成町民会議・青少年育成
部会（中央公民館内） 

　岐阜県では木造建築の良さをアピールし、岐
阜県産材の利用促進を図るため、住宅または店
舗の木造化や内装木質化の支援を行っています。
岐阜の木を使って木の香る家を作りませんか。 

　支援を受けるにはそれぞれ補助要件があります。 
【問 合 先】県岐阜農林事務所林業課 

蕁２１４‐７４０８ 

木の香る快適な施設へ 
～県産材の利用促進事業の紹介～ 

県岐阜農林事務所林業課 

お知らせ
 

対象施設 対象者 

期間内に県内外に木造
住宅を新築する方 

期間内に県内の店舗ま
たは住宅を内装木質化
する方 

個人住宅 
または 
店舗 

������������	
	�	�
�����	�����

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

11月の開催日程 
10（火）.11（水）.12（木）.13（金）.24（火）.25（水）.26（木）.27（金） 
11/10（火） ラブミーチャン記念 
11/26（木） 笠松グランプリ 

笠松競馬場笠松競馬場・シアター恵那恵那 JRA馬券発売中!!笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

ラブミーチャン記念・笠松グランプリの 
両日CCNにて笠松けいば全レース放送！！ 

がんばれFC岐阜 
11/8（日）16時から 

11/23（月・祝）14時から 

ファジアーノ岡山 

アビスパ福岡 

11月の日程 ホーム長良川競技場 
オッズパーク 

パソコン・ケータイで 
笠松競馬の馬券を 
購入するならオッズパーク!

オッズパーク 検索 ⇦⇦

【職　　種】 
【職務内容】 
【勤務時間】 
 
 
【雇用期間】 
【募集人員】 
【賃　　金】 
 
【通 勤 費】 
【勤務場所】 
【申込方法】 
 
 
【申込・問合先】 

給食調理員 
学校給食の調理や洗浄などの業務 
月曜日～金曜日 
（祝祭日と給食のない日を除く） 
午前８時３０分～午後４時３０分 
平成２８年３月３１日まで（契約更新あり） 
若干名 
時給９４０円以上 
経験年数により昇給あり 
片道２km以上　２,０００円 
学校給食センター 
町臨時雇用職員等求人登録票（町
ホームページからダウンロードできます）
を提出してください。 
学校給食センター 

学校給食センター調理員 
学校給食センター 

募 集 
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

■保健（健診・相談・教室など） ■休日急病診療（内科・歯科） 
　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があ
りますので、前もって役場で確認してください。 
　○その他の医療機関問合先 
羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後２時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前９時～午後１時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

1 
3 
8 
15 
22 
23 
29

しみずこどもクリニック 
杉 山 内 科 医 院  
こ め の 医 院  
愛 生 病 院  
ひらたクリニック 
やまうちクリニック 
伏 見 医 院  

岐 南 町 野 中  
笠松町奈良町  
笠 松 町 米 野  
笠松町円城寺  
笠 松 町 田 代  
岐南町八剣北  
岐 南 町 三 宅  

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

248‐3211 
388‐3600 
387‐6010 
388‐3300 
387‐3378 
215‐7771 
247‐8828

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

1 
3 
8 
15 
22 
23 
29

ご と う 歯 科  
さかえ歯科クリニック 
立 松 歯 科 医 院  
さ く ら 歯 科  
小 島 歯 科 医 院  
小 島 歯 科 医 院  
きたはら歯科クリニック 

笠 松 町 田 代  
岐 南 町 伏 屋  
笠 松 町 門 間  
笠 松 町 門 間  
笠松町奈良町  
岐 南 町 平 島  
岐 南 町 野 中  

387‐0955 
240‐0644 
388‐2078 
387‐9114 
387‐2848 
245‐2096 
247‐8168

 

１３：１０～１３：５０ 

 

９：２０～９：４０ 

９：２０～９：３０ 

９：３０～１１：００ 

１３：００～１４：３０ 

９：３０～１１：００ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１３：００～１４：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

１３：３０～１４：３０ 

１０：３０～１１：３０ 

１４：００～１５：３０ 

１３：３０～１５：１５ 

 

９：３０～１１：１５ 

 

１３：３０～１５：１５ 

 

１０：００～１１：３０ 
 

１３：３０～１５：１５ 

 

８：４５～１０：３０ 

乳児健康診査  
1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 
3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室  
にこにこ教室 
 
 
歯みがき教室 
  
 
 
 
育児相談・ 
マタニティ相談 
 
 
 
 
 
 
健康相談 
 
 
 
 
 
転倒予防教室 
 
 
  
 
貯筋（ちょきん）くらぶ 
～筋力アップ教室～ 
 
 
 
骨こつストレッチ 
～畳の上で行う 
　　　　ストレッチ～  
ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

  
胃がん・大腸がん・ 
肺がん・乳がん検診 

１１日（水） 

１２日（木） 

２６日（木） 

２４日（火） 

２０日（金） 

１０日（火） 

２５日（水） 

１０日（火） 

１１日（水） 

１８日（水） 

２５日（水） 

１０日（火） 

１８日（水） 

２５日（水） 

２５日（水） 

５日（木） 

１９日（木） 

４日（水） 

１８日（水） 

４日（水） 

１８日（水） 

１１日（水） 

２５日（水） 

１７日（火） 

６日（金） 

１２日（木） 

１６日（月） 

 

 

 

福祉健康センター 
 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 
 

下羽栗会館 

福祉会館 

福祉健康センター 

総合会館 
 

 

福祉健康センター 
 

 

福祉会館 
 

 

福祉健康センター 

月 11 の お 知 ら せ 

■献血 
　みなさんのあたたかい思いやりが、
助け合いの輪を広げます。ぜひ献血
にご協力をお願いします。 

【問 合 先】福祉健康課 

月日（曜） 場　　所 時　　間 

6日（金） 

㈱ オ ー ツ カ  

ト ー ギ ㈱  

㈱ 光 製 作 所  

9：00～10：00 

11：00～12：00 

13：45～16：00

（門　間） 

（北　及） 

（中　野） 

18日（水） 
双日ロジテック㈱ 

笠 松 町 役 場  

9：30～11：45 

13：30～16：00

（北　及） 

（司　町） 

■子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
【問 合 先】 

♪親子で3B体操♪ 
11月11日（水） 午前10時～11時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 
※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 
♪つくってあそぼ♪ 

11月22日（日） 午前10時～11時 
スポーツ交流館 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談はありません。 
子育て支援センター 
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■相談 

図書室からのお知らせ 
・今月のお休み ２日（月）、３０日（月） 
（中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 

・今月のおはなしかい ７日（土） 
 午前１０時３０分～ 
 中央公民館音楽室 

■グループワーク 
 
 
 
【日　　時】 
【集合場所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神障がいの方やこころの悩みをお持ちの方
の憩いと交流の場として、グループワークを開催
します。お気軽にご参加ください。 

１１月２６日（木） 午前１０時～午後１時 
福祉健康センター 
外出 
１１月１９日（木） 
福祉健康課 

■こころの巡回相談・障がい者就労体験 
 
 
 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　地域活動支援センターの精神保健福祉士な
どが、こころの悩みや不安の相談に応じます。 
　また、精神障がいの方の就労体験も開催しま
すので、お気軽にご相談ください。 

１１月２５日（水） 
午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
１１月１８日（水） 
福祉健康課 

施設名 所　在 電　　話 施設名 所　在 電　　話 

役 場  

福祉健康センター 

福 祉 会 館  

子育て支援センター 

児 童 館  

司 町 1 番 地  

長 池 4 0 8 番 地 の 1  

東 陽町 4 4 番地の 1  

上 新 町 1 7 2 番 地  

田 代 2 9 0 番 地  

☎388‐1111（代表） 
☎388‐7171 
☎387‐1121 
☎387‐0561 
☎388‐0811

中 央 公 民 館  

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴 史 未 来 館  

ふらっと 笠 松  

常 盤 町 6 番 地  

長 池 2 9 2 番 地  

中 野 2 2 9 番 地  

下 本 町 8 7 番 地  

西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

☎388‐3231 
☎387‐0156 
☎387‐8432 
☎388‐0161 
☎388‐2355

麻薬・覚せい剤乱用防止運動 
「ダメ。ゼッタイ。」は 
薬物乱用防止の合い言葉 

町施設 
の 

ご案内 

第3日曜日は家庭の日 

■今月の納税・納付 

家族みんなで、 
汗を流し働く喜びを体験しましょう。 

11月15日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

今 月 の テ ー マ 

国民健康保険税  5期分 
後期高齢者医療保険料 5期分 
介護保険料   6期分 
水道料金下水道使用料 4期分 
保育料   11月分 
放課後児童クラブ利用料 11月分 

納期限 11月30日（月） 

4日（水） 

18日（水） 

2日（月） 

16日（月） 

13日（金） 

13：00～15：00

9：00～15：00

13：30～16：00

福祉会館 

福祉会館 

役場 
環境経済課 

　毎月１９日は、自分や家族の食生活を見直す食
育の日です。 
　ぜひこの機会に食生活の正しい知識を身につ
け、栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。 

納税には便利な「口座振替納付」をご利用ください。
国民健康保険税は「コンビニ納付」もご利用いただけ
ます。 
※コンビニでの取り扱いは、納期限まで、一回の納付額が
　30万円以下の場合のみ 

納税相談も行っていますので、ご相談ください。 

期限内納付に 
ご協力ください。 

平成27年10月1日から 
岐阜労働局 

岐阜県 
最低賃金 
を改正 

時間額754円 
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秋の全国火災予防運動 

社会保険料（国民年金保険料） 
控除証明書が発行されます 
　国民年金保険料は、所得税と住民税の申告で、全額が社会保険料控除の対象となります。そ
の年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です。 
　この社会保険料控除を受けるには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられてい
ます。 
　このため、平成２７年１月１日から９月３０日までの間に、国民年金保険料を納付された方には「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が１１月上旬に日本年金機構本部から郵送されます
ので、年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書（または領収証書）を添付してください。 
　また、１０月１日以降に今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、来年２月上旬に郵
送されます。 
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された方は、納付されたご本人の社会保険料控除に
加えることができますので、ご家族あてに郵送された控除証明書を添付し、申告してください。 
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」のことは、岐阜南年金事務所へおたずねくだ
さい。 

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

　秋の火災予防運動が11月9日から11月15日まで実施されます。この運動は、火災の発生しやす
い時期を迎えるにあたり、火災予防に対する意識の向上をはかり、火災の発生を防止することを目
的としています。 
　皆さんは普段、火災を未然に防ぐために心掛けていることはありますか？火災は皆さんの心掛け
で予防することができます。そこで火災を予防するための、3つの習慣、4つの対策をご紹介します。 
＜3つの習慣＞ 
①寝たばこは絶対止めましょう。 
②ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう。 
③ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう。 
＜4つの対策＞ 
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう。 
②寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう。 
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置しましょう。 
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作りましょう。 
　これらのことを何か1つでも心掛けることができれば、火災を予防することができます。大切な家族、
財産を火災によって失わないように、できることから実行していきましょう。 

11月30日は「年金の日」です！ 
　厚生労働省では、「国民お一人お一人に高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」とし
て１１月３０日を「年金の日」としています。 
この機会に、ご自身の年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計を考えて
みませんか。 
【相談場所】岐阜南年金事務所（岐阜市市橋２‐１‐１５） 
【相談日時】平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

いい みらい 
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かさまつまちづくりイベント実行委員会 
　「笠松川まつり花火写真コンテスト」へご応募いただい
た多数の作品の中から、厳正な審査の結果、最優秀賞
に松原正孝さん（北及）の作品が選ばれました。 
　選ばれた作品は、来年の「笠松川まつりポスター」など
に使用する予定です。 

平成27年度笠松川まつり花火写真コンテスト入賞者決定 平成27年度笠松川まつり花火写真コンテスト入賞者決定 平成27年度笠松川まつり花火写真コンテスト入賞者決定 

一緒に笑いましょう！ 
健康を考える会（笑いヨガ） 
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前月比 

まちの人口 
平成27年 10月1日現在 

22,510 

10,847 

11,663 

8,651　 

ホームページアドレス ��������������	�
����������������

この広報紙は再生紙を使用しています。 

おなまえ 山口 惠莉乃 （上新町） ちゃん 

や ま  ぐ ち  え  り  の  

おなまえ 松倉 颯馬 （北及） くん 

ま つ  くら  そ う  ま  

山口清・典子さんの子 
平成26年11月24日生 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します 

応募対象　平成27年1月生まれの赤ちゃん 
応募期限　11月30日（月）（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報担当までお問合せください。 
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●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎ ������������  ����������������

　笑いは、最良の薬です。作り笑いとヨガで、ストレス
発散、喜びを自分の中に求めて下さい。 
　笑いヨガはユーモア、コメディがなくても笑えるユニ
ークな新健康体操です。お互いにアイコンタクトを取り、
子供心に帰ることにより、本当の笑いが生まれます。そ
して、笑いのエクササイズとヨガの呼吸法で、エネルギ
ッシュな身体になります。 
　楽しく健康づくりをしたい方、誰でも大歓迎です。
来てよかった、笑ってよかった、そんなグループとして
活動しています。ぜひ一度参加してみてください！ 
【活動日】第４木曜日 午前１０時３０分～正午　【場　所】中央公民館　【連絡先】水野 弘子 蕁387‐4571

松倉豊・加奈さんの子 
平成26年11月27日生 
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